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お知らせ

情報ひろば

　

これからの厚狭川を考えよう
　県と市では，これからの厚狭川
のあり方や川づくりに関する整備
目標などを盛り込んだ「厚狭川水
系河川整備計画」を策定するため，
「第 2回川づくり検討委員会」を開
催します。この委員会の内容は公
聴でき，資料も公開されます。
■委員会
○とき　９月１日㈭　13：30～16：00
○ところ　文化会館小ホール
■資料公開
○公開期間　９月２日㈮～９月15日㈭
○閲覧場所　土木課，南支所，公
園通出張所，総合事務所建設課

※意見等の提出は９月22日㈭まで
に閲覧窓口へ

◇問い合せ先　宇部土木建設事務所
企画調査室（☎ 21-7125）

　最近，電話や戸別訪問で，水道
の水質検査や配管の点検を装って
高額商品などを販売しようとする
例が報告されています。
　水道局では，お客様からの依頼
がない水質検査や漏水調査および
給水器具の斡

あっせん

旋販売等は行ってい
ません。不審に思われた時は，水
道局にお問い合わせください。
◇問い合せ先　水道局（☎ 83-4111）
　水道局山陽事務所（☎ 71-1552）

水道局からのお知らせ

児 童 巡 回 相 談
　非行や不登校，家庭教育，心身障
害などで困っている問題について，
県中央児童相談所職員が相談を受
けます。（要予約）
■山陽保健センター
○とき　９月14日㈬　10：00～15：00
○申込期限　８月31日㈬
■保健センター
○とき　９月29日㈭　10：00～15：00
○申込期限　９月15日㈭
◇対象　18歳未満の児童とその保護者
◇問い合せ・申込先
　児童福祉課（☎ 82-1175）

訪 問 介 護 員 2 級
養 成 講 習 会

◇対象　
　16歳以上で，介護に関心があり，
講習の全期間受講できる人

◇講習期間
　11月１日㈫～12月13日㈫
◇講習場所　小野田赤十字病院
◇定員　15 人
　（応募者多数の場合は書類選考）
◇費用　28,000円（テキスト等含む）
◇申込方法　
　応募用紙に必要事項を記入し郵
送，または直接お申し込みくだ
さい。（用紙は病院に置いてあり
ます）

◇申込期間
　９月１日㈭～９月９日㈮
◇問い合せ・申込先
　〒 756-0889
　山陽小野田市須恵東
　小野田赤十字病院庶務課

（☎ 88-0221）

◇対象
　パソコン・ワードの基本に関す
る技能を習得しようとする 16 歳
以上で，キーボード操作のでき
る人（在職者等）

◇とき　10月４日㈫～10月28日㈮の
うち毎週火・金曜日　18：00～21：00

◇内容
　パソコンの起動とデータの入力
方法，ビジネス文書作成，文書
デザイン等

◇費用　7,000 円（テキスト代等）
◇申込方法　往復ハガキに住所，
氏名，電話番号，講座名，講座
月（10 月）を明記し郵送。

◇定員　20人
　（応募者多数の場合は抽選）
◇申込期限　９月26日㈪（必着）
◇問い合せ・申込先
　〒752-0922　下関市千鳥ヶ丘町21-3
　西部高等産業技術学校
　　　　　　（☎ 0832-48-3505）

パソコン・ワード講座

市税の夜間納税（相談）窓口を開設 ■と　き　8月29日㈪・30日㈫・31日㈬　17：15～20：00
■ところ　税務課収納係，総合事務所総務課税務係問税務課収納係（☎ 82-1126）

市 民 文 化 祭 作 品 募 集

■川柳大会
○とき　10月２日㈰　10：00～
○ところ　高千帆福祉会館
○席題　なし

■俳句大会
○とき　10月30日㈰　10：30～
○ところ　高千帆福祉会館
○兼題　「曼

まんじゅしゃげ

珠沙華・秋祭・当季雑
詠」通じて未発表作品３句１組
○投句料　1,000円（大会当日納入）
○応募方法
　文化振興課，教委山陽分局，各
図書館・公民館に備え付けの応募
用紙に，必要事項を記入し，下記
の提出先に郵送または持参。
○提出先　〒757-0002　山陽小野田市
梶下 5294　平原廉清
○応募期限　９月30日㈮

■展覧会（絵画・書道・工芸・写真・文芸）
○とき　10月21日㈮～23日㈰
○ところ　市民館
○応募方法・提出先　文化振興課，
教委山陽分局および各公民館に
備え付けの応募用紙に必要事項
を記入し，上記の場所に提出。

○応募期限　10月3日㈪

■短歌大会
○とき　11月６日㈰　10：00～15：00
○ところ　商工センター
○詠草　自由題未発表１首
○参加料　500円（小為替使用，大会
出席者は当日納入可）
○提出先　〒756-0841　山陽小野田市
赤崎四丁目11-12　岡本忠雄方
　短歌大会事務局（返信用封筒同封）
○応募期限　９月10日㈯

【問い合せ先】　文化振興課（☎ 82-1204）

【応募資格】
　市に在住・在職・在学（展覧会については高校生以上）する人，
または市の文化団体に所属する人


